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「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策

等について」の一部改正について 

 

 

国民健康保険の被保険者（以下「被保険者」という。）が急病等により海外の

医療機関で療養を受けた場合、保険者（市町村（特別区を含む。以下同じ。）及

び国民健康保険組合をいう。以下同じ。）は、国民健康保険法（昭和 33 年法律第

192 号。以下「法」という。）第 54 条の規定に基づき、療養費（以下「海外療養

費」という。）を支給することができることとされている。 

また、被保険者が海外で出産した場合、保険者は、法第 58 条の規定に基づき、

条例又は規約の定めるところにより、当該出産の事実を確認した上で、出産育児

一時金（以下「海外出産に係る出産育児一時金」という。）を支給することとさ

れている。 

海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給にあたっては、海外で

の出産の事実自体を偽装した出産育児一時金の不正受給を防止する観点から、

「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策

等について」（平成 31 年４月１日付け保国発 0401 第２号厚生労働省保険局国民

健康保険課長通知。以下「対策通知」という。）を発出し、支給の適正化に向け

た対策を講じてきたところである。 

今般、健康保険において、海外出産に係る出産育児一時金の不正受給の事案が

発生したことを踏まえ、対策通知を別紙のとおり改正することとしたため、貴管

内保険者に周知の上、海外出産に係る出産育児一時金の支給事務について、一層

の適正化が図られるようご配慮願いたい。 


